
会議名 長浜市指定管理者選定委員会 第２委員会（第６回会議） 

日 時 令和元年１０月３１日（木） 

審査対象 高月駅コミュニティセンター関連施設 
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職員配置について、ＪＲ西日本のＯＢ３名と事務管理者１名の

４人の雇用を予定しているということか。 

新たにはそういうことになる。 

まだ指定管理を受けることになってはいないが、その見込みに

ついてはどうか。 

事務管理者については、長浜市の指導もあると思うが、求人情

報を出して募りたいと考えている。駅員については、現在業務

されている方はそれぞれの会社の従業員であり、ＯＢを新たに

採用したいので、現在は情報収集している。３名は今の時点で

は情報不足だと思うが、もし決定いただいた時には本格的に情

報収集してお願いしたいと考えている。 

通常、施設管理者、総括責任者は、雇用形態は常勤だと思うが、

ここの場合は、非常勤となっている。申請書によると、“総括責

任者は、常に職員間のコミュニケーションを図り、情報を共有

し、指揮監督にあたります。”と記載があり、その方が非常勤で

就任されて、これが果たせるのかという素朴な疑問がある。事

務管理者は常勤ということは理解できるが、総括責任者が非常

勤というのは理解できないが、どういう思いでこのような雇用

形態とされているのか。 

申請書にも記載してあるが、統括責任者として施設管理者、専

門理事としている。私どもの法人は、事務局は別として、他の

理事は私を含めて非常勤であり、常時その職員からの情報を受

けてすぐ対応したりしている。非常勤といっても、日々、毎日

その施設へ行って職員とのコミュニケーションを図って、その

情報を共有しながら、管理・監督をしたい。当法人の理事が専

門的に１名あたるということを現在は考えている。 

そうすると、勤務形態のところで通常勤務が９時から５時まで

となっているが、これは随時というか臨機応変にと解してよい

か。 

はい。９時から１７時の間で随時対応すると。１日１回は職員

とのコミュニケーションを図るし、施設にも行くし、そういう

形態を取りたいと考えている。通常勤務と記載しているが、こ

れはそうではないということです。 

自主事業について、今後、ＪＲ駅レンタカーの設置の可能性が

あるということだが、レンタカー事業をする場合に既存の駐車
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場がレンタカーによって、今の利用が制限されたり、サービス

が変わる部分というか、想定されることはあるか。 

現在、考えているのは、駐車場の前に会員が所有されている土

地があり、それをお借りすることを考えている。駅の東口の前

でもあり、そういうことも検討している。ということで、駐車

場への影響はないと考えている。 

 

審査 

（委員） 

 

（委員） 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

（委員長） 

 

 

（委員） 

（委員長） 

 

定型な業務ということで及第点という判断で、ＪＲから新しい

業務について引き継いでいただけるようお願いしたい。 

地元中心に活動されている団体で、今まで類似の施設の管理を

したことがないことが若干気になるが、地元のことであり一生

懸命やっていただけるのかなという思いはある。突出してここ

が、ということはなかったが、反対にここがどうしても駄目と

いうのもなかったので、しっかりやっていただきたい。 

先ほど質問した中で、職員体制が気になるところであるが、昔

から地域にねざして、地域の活性化や美化に取組まれている団

体だと思うので、よい指定管理をしていただければと期待して

いる。 

財務状況からいくと、貸借対照表から言うと、そんなに潤沢で

はないので、不健全ということではないが、潤沢ではないとい

うことは少し気になる。駅の就労については、ＯＢでないと他

の方では難しいと思うので、ＯＢの募集を上手にしていただけ

れば、なんとかやっていただけるのではないかと思う。 

職員配置のところで質問したが、雇用形態で総括責任者が非常

勤というのが非常に気になった。勤務形態についても、申請書

には記載があるが、随時というか、臨機応変に対応されるとい

うことであったが、そこをしっかりクリアしてもらえれば、全

体的に可もなく不可もなくということを感じた。この団体でよ

いのではないかと思う。 

いろいろと意見がありましたが、意見を踏まえて、当委員会で

は特定非営利活動法人 花と観音の里を指定管理者候補として

適当と判断してよろしいか。 

異議なし。 

結論、特定非営利活動法人 花と観音の里を指定管理者候補と

して適当と判断する。 

 


